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い
ま
、
私
た
ち
甲
良
町
民
が
出
す
燃
え
る
ゴ
ミ
は
ど
ん
な
経
過
を
た

ど
っ
て
、
最
後
は
ど
こ
に
行
く
の
か･

･
･

ご
存
知
で
す
か
？ 

 

旧
愛
知
郡
と
犬
上
３
町
で
運
営
す
る
リ
バ
ー
ス
セ
ン
タ
ー

（今
年
４

月
か
ら
は
旧
愛
東
町
と
旧
湖
東
町
が
離
脱
）
で
固
形
燃
料
に
加
工
さ
れ

引
受
先
に
て
焼
却
さ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
リ
バ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
の
枠
組
み
と
彦
根
市
が
運
営
す
る
彦
根
市

清
掃
セ
ン
タ
ー
を
合
併
し
て
、
ご
み
処
理
の
広
域
化
を
行
う
た
め
、
新

た
な
ゴ
ミ
処
理
施
設
建
設
の
候
補
地
選
定
を
巡
っ
て
、
５
日
、
関
係
市

町
の
日
本
共
産
党
議
員

・
８
氏
が
彦
根
愛
知
犬
上
広
域
行
政
組
合
の
管

理
者

・
大
久
保
貴
彦
根
市
長
に
要
請
書
を
提
出
し
ま
し
た
。 

中
川
睦
子
、
角
井
英
明

（以
上
彦
根
市
議
）
、
辰
巳
保
、
瀧
す
み
え

（以

上
愛
荘
町
議
）
鈴
木
勉
市
、
高
橋
直
子

（以
上
豊
郷
町
議
）
、
山
口
久
男

多
賀
町
議
、
西
澤
伸
明
甲
良
町
議
が
連
名
で
要
請
、
事
務
局
と
面
談
し

ま
し
た
。
要
請
書
を
紹
介
し
ま
す

（小
見
出
し
は
編
集
者
）。 

 

要
請
書 

 

１
９
９
９
（平
成
11
）年
３
月

に
「滋
賀
県
一般
廃
棄
物
処
理
広

域
化
計
画
」
が
発
表
さ
れ
た
こ
と

を
受
け
、
当
該
地
域
で
は
、
新
た

な
広
域
ご
み
処
理
施
設
建
設
に
係

る
推
進
体
制
と
し
て
構
成
市
町
の

首
長
に
よ
る
湖
東
地
域
一般
廃
棄

物
処
理
広
域
化
事
業
促
進
協
議
会

が
設
置
さ
れ
、
そ
の
後
、
当
組
合

の
事
業
と
し
て
移
管
さ
れ
、
現
在

に
至
っ
て
い
ま
す
。 

「竹
原
に
決
定
」
撤
回 

建
設
候
補
地
の
選
定
を
め
ぐ
っ

て
は
様
々
な
紆
余
曲
折
の
経
緯
を

た
ど
った
末
に
、
２
０
１
７
（平

成
29
）
年
６
月
に
発
表
さ
れ
た

「愛
荘
町
竹
原
区
を
候
補
地
と
す

る
」
と
の
決
定
が
本
年
に
は
撤
回

に
追
い
込
ま
れ
る
事
態
と
な
り
ま

し
た
。 

そ
の
後
、
「再
応
募
」
の
意
思
が

示
さ
れ
た
４
地
区
か
ら
建
設
候
補

地
の
１
地
区
を
選
定
す
る
取
り
組

み
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
だ

と
存
じ
ま
す
。
４
地
区
周
辺
の
住

民
説
明
会
で
は
「８
月
に
は
候
補

地
を
決
定
し
た
い
」
旨
報
告
さ
れ

ま
し
た
。
よ
っ
て
、
貴
組
合
の
管

理
者
会
に
お
い
て
「候
補
地
決

定
」
に
向
け
、
組
合
議
会
に
候

補
地
決
定
に
係
る
議
案
を
提
出

す
べ
く
諸
準
備
を
進
め
て
お
ら

れ
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
。 

そ
も
そ
も
「ご
み
問
題
」
は

住
民
の
日
常
生
活
と
密
接
に
か

か
わ
り
、
身
近
で
重
要
な
行
政

課
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
住
民

と
行
政
が
課
題
を
共
有
し
、
と

も
に
考
え
る
と
言
う
基
本
的
立

場
が
必
要
で
す
。 

「広
域
」
処
理
は 

遠
い
存
在
に 

「ご
み
処
理
の
広
域
化
」
は

「ご
み
問
題
は
み
ん
な
で
考
え

よ
う
」
と
い
う
意
識
の
希
薄
化

を
招
く
恐
れ
が
あ
り
、
そ
れ
だ

け
に
、
よ
り
丁
寧
に
住
民

と
議
会
へ
の
説
明
を
行

い
、
住
民
合
意
の
プ
ロ
セ

ス
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
滋
賀
県
の

「広
域
化
計
画
」
で
も
強

調
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。 そ

の
上
、
「建
設
候
補

地
」
の
他
、
処
理
方
式
な

ど
全
て
を
当
組
合
議
会
に

お
い
て
決
定
す
る
こ
と
に

な
っ
て
お
り
、
関
係
市
町

住
民
に
と
っ
て
は
、
ま
す

ま
す
遠
い
存
在
と
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
以

下
の
事
項
を
要
請
し
ま

す
。 

記 

各
市
町
議
会
に 

説
明
を 

当
組
合
議
会
に
お
い
て

議
決
す
る
以
前
に
、
今
後

予
想
さ
れ
る
管
理
者
会
に

お
け
る
「候
補
地
決
定
」

ま
で
の
経
緯
お
よ
び
決
定

理
由
、
並
び
に
ゴ
ミ
処
理

広
域
化
事
業
等
に
つ
い

て
、
各
市
町
議
会
へ
の
説

明
の
機
会
を
設
け
て
い
た

だ
く
こ
と
。 

 

「税金チャラは許さない裁判」 

公判のお知らせ 

●8月 22 日（木）10時開廷 

●大津地裁にて 

「税金チャラは許さない裁判」とは、

税金横領事件を口実にして野瀬町長ら

が未納者への「税金の徴収」そのもの

を「ストップ」したことが大量・多額

の「不納欠損」を生じさせた――とし

て被害回復を求めて町民 18 人が原告

となって起こされた住民訴訟です。 


